
理

由

最
近
に
お
け
る
農
業
・
農
村
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
に
鑑
み
、
土
地
改
良
区
の
業
務
運
営
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
土
地
改

良
区
の
准
組
合
員
及
び
施
設
管
理
准
組
合
員
た
る
資
格
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
土
地
改
良
区
の
総
代
会
の
設
置
及
び
土

地
改
良
区
連
合
の
設
立
に
係
る
要
件
の
緩
和
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。
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